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申請要領　（2011年度）
1． 経緯 

　2004年10月に日本とハンガリーの両首相が会談し、ハンガリーと日本の関係強化のために日本・ハンガリー協力フォーラムが設立されましたが、より実効性のある事業を行うために、日本の代表的な企業１１社が協力して資金を集め、ハンガリーにおける日本語教育の振興のために様々な事業を行うことになりました。この給与助成プログラムはその事業の一環です。
2． 目的
　このプログラムは、日本語教育機関の教師の給与を一定期間助成し、その後それらの学校が自立して援助された講座を維持することを条件としており、ハンガリーの日本語教育の維持・発展を促すことを目的とします。
3． 申請資格･要件
(1) 申請資格を持つ機関は以下の通りです。ハンガリー国内の機関のみが対象となります。
· 小、中・高等学校、大学などの教育機関
· 市町村等の地方自治体
· 非営利の公益法人
(2) 上記(1)のうち、以下のいずれかの要件を満たす機関が申請することができます。
· 新たに日本語講座を開設する機関
· 生徒数の増加等により、既存の日本語講座を拡大する必要のある機関
· 現在日本語講座を有しているが、講師の継続雇用が困難な機関
(3) 本助成の終了後にも、将来的に自立して講座を維持･継続する意思を持つ機関
4． 助成対象
今回助成申請の対象となる講座は以下の通りです。
(1) 2011年学年度（2011年秋～2012年夏）に実施される講座
(2) 学生数5人以上、1週間に2回以上行われる講座
５．　助成期間　
原則として最長2年間。
※日本ハンガリー協力フォーラム事業の実施期間が2012(平成24)年度までであるため、本年度（2011[平成23]年度）から助成期間が変更となります。ご留意下さい。
６．　支援内容
助成対象となる費目は以下の通りです。
(1) 講師報酬　
※　1機関につき1名分のみの給与が助成の対象となります。
※　助成金の金額は「時間単価×担当時間」を算定の基本とします。
※　非常勤･常勤の講師とも対象となります。現在他の教科担当で雇用されている講師が、追加で日本語を担当する場合の追加経費も申請可能です。
(2) 雇用される講師が遠隔地から通勤する場合の交通費、宿泊費
(3) 日本語教材
※　上記（2）(3)の項目を申請する場合には、申請書の希望欄にチェックをしてください。
７．　条件・留意事項
(1) 申請は学校や大学、市の教育局、公益法人、又はそれらに付属の財団から提出すること(※学校、大学などに対する助成であり、教師本人に対する助成ではない)。
(2) 申請機関は、基金からの助成金を受け取ることができる銀行口座を保有していること。
(3) 助成金の受け取りや使用に当たっては、ハンガリーの法律を遵守すること。
(4) 本助成事業を、宗教や政治的な目的に利用しないこと。
(5) 助成金は、助成金から生ずる利息を含めて、申請書に書かれた用途のみに使用すること。
(6) 事業の変更、中断･中止が生じる場合は、国際交流基金ブダペスト日本文化センターに報告し承認を得ること。
(7) 助成を受けた講座に関する広報物、ＨＰなどには、日本ハンガリー協力フォーラムからの助成である旨を明記すること。
(8) 助成を受けた講座や、その経理の状況について、国際交流基金が調査をする場合には協力すること。
(9) 助成対象事業に関わる収入、支出については、他の経理と区分して、領収書、証拠書類は常に提示できるように整理して、助成事業の終了から６年間保存すること。
(10)  助成金を受けた事業の結果についての責任は全て申請機関が負うこと。
(11)  以下の場合には、助成決定の取り消しまたは助成金の返還を求める場合があるので留意すること。
· 申請書に虚偽の記載があった場合、申請書の記載事項と異なる事実が判明した場合
· 本助成事業を無断で中止･中断した場合
· 助成対象期間終了後に講座を継続して実施する見込みが無くなった場合
· 上記に条件に反した場合
8．　選考方針
以下の条件を満たす申請は優先的に配慮されます。
(1) 雇用する講師の給与全額を助成に頼るのではなく、給与の一部、または、交通費などの付属経費の一部を申請者が負担する場合
(2) 2年後の講座の自立・維持について、具体的で現実的な計画がある場合
(3) 学校の正規授業として講座が実施される場合(単位として認められる場合)
(4) 申請対象となる講座の担当講師が日本語教育経験者、教員有資格者である場合
9．　手続き
(1) 申請書は国際交流基金ブダペスト日本文化センターのHPからダウンロードして、同センターに2011年5月10日（火）までに提出してください。
(2) 採用が決定した場合、6月中に助成金交付内定通知（Provisional Notice of Grant Approval）を送付します。
(3) 内定通知を受けた機関は、共に送付される「講座・予算計画」（Course Plan and Budget Sheet）に必要事項を記入してサインの上、その他指示された書類とともに国際交流基金ブダペスト日本文化センターに送付してください。
(4) 「講座・予算計画」を受け取った後で、当基金から以下の書類を送付します。
· 「助成金交付決定通知」（Notice of Grant Approval）
· 「助成金交付条件」（Terms and Conditions）
· 「受諾／辞退通知書　及び　支払申請書」（Acceptance/Declination Form and Application for Payment）
· 「事業開始時報告書」（Initial Report）
(5)「助成金交付条件」に同意する場合、申請者は以下の書類を基金に返送してください。
· 「受諾／辞退通知書 及び　支払申請書」　(※受諾（Acceptance）の部分をチェックする)
· 「事業開始時報告書」
(6)ブダペスト日本文化センターより、指定の口座に助成金を銀行送金します。
(7)各助成対象期間の終了時には、1ヶ月以内に事業報告書と会計報告書を、助成を受けた教師の領収書（コピーでも可）と共に提出してください。それらの報告書に基づいて、基金が助成した金額の確定を行います。余剰金がある場合、その処理方法は基金から指示します。
(8) 事業報告書には、助成事業の成果物(教材等)のほか、新聞、雑誌などの報道記事なども添付して下さい。
(9) 助成期間は最長2年間ですが、自動的に継続するものではありません。各機関は毎年次終了時に事業・会計報告書と次年度の計画書を提出する必要があります。基金はそれらの書類を審査した上で、次年度の助成可否、および金額を決定します。
(10)翌年度の申請は、各助成対象期間が終了する1ヶ月前までに提出して下さい。
１０．備考
日本語教師の雇用に際して、自分で教師を見つけることが難しい学校に対しては、当センターがハンガリー日本語教師会等の協力を得て教師の紹介をする可能性がありますので、メールでご相談下さい。
１１．　本件事業に関する問い合わせ先
ニコレーニ・ゲルゲイ/NIKOLENYI Gergely

Tel:　(36-1) 214-0775 / 0776　 

E-mail: nikolenyigergely@japanalapitvany.hu
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